
号

外

十�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱
の
一
部
改
正

(

市

町

村

課)

二

規

則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号
の
二

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
別
表
の
規
則
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
規
則(

平
成
十
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
項
第
四
号
中｢

岐
阜
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
付
規
則｣

を｢

岐
阜
県
看
護
職
員
修

学
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

附
則
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
看
護
職
員
修
学

資
金
貸
付
規
則｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

岐
阜
県
看
護
特
別
修
学
資
金
貸
付
規
則｣

を｢

岐
阜
県

看
護
特
別
修
学
資
金
貸
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号)

附
則

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
看

護
特
別
修
学
資
金
貸
付
規
則｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号

岐
阜
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱(

平
成
五
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
九
十
号
の
二)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
３
条
第
１
項
中
｢貸
付
の
｣
を
｢貸
付
け
の
｣
に
改
め
､
同
項
第
２
号
中
｢以
上
｣
の
次
に

｢(電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(平
成
23年
法

律
第
108号

)
第
３
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
供
給
者
が
同
項
に
規
定
す
る
認
定
発
電
設
備
を
整

備
す
る
事
業
で
あ
っ
て
､
知
事
が
地
域
振
興
の
観
点
か
ら
特
に
支
援
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
あ
っ

て
は
､
１
人
以
上
)｣
を
加
え
る
｡

第
５
条
第
１
項
中
｢貸
付
の
｣
を
｢貸
付
け
の
｣
に
､
｢24億

円
｣
を
｢42億

円
｣
に
､
｢場
合
に

は
｣
を
｢と
き
に
は
｣
に
､
｢36億

円
｣
を
｢63億

円
｣
に
改
め
､
同
条
第
２
項
中
｢規
定
す
る
費

用
｣
を
｢掲
げ
る
費
用
｣
に
､
｢に
係
る
借
入
の
総
額
｣
を
｢か
ら
国
庫
補
助
金
等
の
額
を
控
除
し

た
額
｣
に
､
｢に
規
定
す
る
設
備
｣
を
｢の
設
備
｣
に
､
｢20パ

ー
セ
ン
ト
｣
を
｢35パ

ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
､
同
条
第
３
項
中
｢規
定
す
る
｣
を
｢掲
げ
る
｣
に
､
｢も
し
く
は
｣
を
｢若
し
く
は
｣
に
､

｢50パ
ー
セ
ン
ト
｣
を
｢､
50パ

ー
セ
ン
ト
｣
に
改
め
､
同
条
第
４
項
を
削
り
､
同
条
第
５
項
中

｢地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
｣
の
次
に
｢又
は
特
定
地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
｣
を
加
え
､
｢第

６
項
｣
を
｢次
項
｣
に
､
｢同
項
中
｢24億

円
｣
を
｢同
項
中
｢42億

円
｣
に
､
｢30億

円
｣
と
､
｢3

6億
円
｣
を
｢52.5億

円
｣
と
､
｢63億

円
｣
に
､
｢45億

円
｣
を
｢78.7億

円
｣
に
改
め
､
｢
(当
該

事
業
が
前
項
に
規
定
す
る
｢過
疎
地
域
｣
又
は
｢み
な
し
過
疎
地
域
｣
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
､
当
分
の
間
､
第
１
項
中
｢24億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢37.5億

円
｣
と
､
｢36億

円
｣

と
あ
る
の
は
｢56億

円
｣
と
す
る
｡)｣
を
削
り
､
同
項
を
同
条
第
４
項
と
し
､
同
条
第
６
項
中
｢24

億
円
｣
を
｢42億

円
｣
に
､
｢37.5億

円
｣
を
｢67.5億

円
｣
に
､
｢36億

円
｣
を
｢63億

円
｣
に
､

｢56億
円
｣
を
｢101.2億

円
｣
に
､
｢20パ

ー
セ
ン
ト
｣
を
｢35パ

ー
セ
ン
ト
｣
に
､
｢25パ

ー
セ
ン

ト
｣
を
｢45パ

ー
セ
ン
ト
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
５
項
と
し
､
同
条
第
７
項
を
同
条
第
６
項
と

す
る
｡

第
13条
中
｢知
事
｣
を
｢借
入
人
｣
に
､
｢各
号
の
一
｣
を
｢各
号
の
い
ず
れ
か
｣
に
､
｢と
き
は
､

当
該
借
入
人
に
対
し
､
償
還
期
日
前
に
貸
付
金
の
全
部
又
は
一
部
の
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
｣
を
｢場
合
で
､
知
事
が
請
求
し
た
と
き
は
､
期
限
の
利
益
を
失
い
､
借
入
金
の
全
部
又
は
一
部

を
直
ち
に
償
還
す
る
も
の
と
す
る
｣
に
改
め
､
同
条
第
４
号
中
｢協
調
融
資
金
融
機
関
等
｣
を
｢民

間
金
融
機
関
等
｣
に
改
め
､
同
条
中
第
５
号
及
び
第
６
号
を
削
り
､
第
７
号
を
第
５
号
と
し
､
第
８

号
か
ら
第
10号
ま
で
を
２
号
ず
つ
繰
り
上
げ
､
同
条
第
11号
中
｢第
５
号
､
第
６
号
､
第
８
号
､
第

９
号
又
は
第
10号

に
定
め
る
｣
を
｢前
３
号
に
掲
げ
る
｣
に
､
｢一
｣
を
｢い
ず
れ
か
｣
に
改
め
､

同
号
を
同
条
第
９
号
と
し
､
同
条
第
12号
を
同
条
第
10号
と
し
､
同
条
を
同
条
第
２
項
と
し
､
同
条

に
第
１
項
と
し
て
次
の
１
項
を
加
え
る
｡

借
入
人
は
､
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
期
限
の
利
益
を
失
い
､
借
入
金
の

全
部
を
直
ち
に
償
還
す
る
も
の
と
す
る
｡

一
借
入
人
若
し
く
は
保
証
人
が
支
払
を
停
止
し
た
と
き
､
又
は
借
入
人
若
し
く
は
保
証
人
に
関

し
て
破
産
手
続
開
始
､
民
事
再
生
手
続
開
始
､
会
社
更
生
手
続
開
始
若
し
く
は
特
別
清
算
開
始

の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
｡

二
借
入
人
又
は
保
証
人
が
手
形
交
換
所
の
取
引
停
止
処
分
を
受
け
た
と
き
｡

附
則

(施
行
期
日
)

１
こ
の
要
綱
は
､
平
成
25年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(過
疎
地
域
等
に
お
け
る
貸
付
額
の
特
例
)

２
平
成
33年
３
月
31日
ま
で
の
間
は
､
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
(平
成
12年
法
律
第
15号
)

第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
｢過
疎
地
域
｣
(改
正
後
の
岐
阜
県
地
域
総
合
整
備
資
金
貸
付
要
綱

(以
下
｢新
要
綱
｣
と
い
う
｡)
第
５
条
第
５
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡)
又
は
同
法
第
33条

第

１
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
の
う
ち
市
町
村
の
廃
置
分
合
若
し
く
は
境
界
変

更
が
あ
っ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
過
疎
地
域
で
あ
っ
た
区
域
若
し
く
は
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
(新
要
綱
第
５
条
第
５
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡)
に
お
い
て

実
施
さ
れ
る
貸
付
対
象
事
業
に
係
る
同
条
第
１
項
､
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
､
同
条
第
１
項
中
｢42億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢54億

円
｣
と
､
｢63億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢81億

円
｣
と
､
同
条
第
２
項
中
｢35パ

ー
セ
ン
ト
｣
と
あ
る
の
は
｢45パ

ー
セ
ン
ト
｣
と
､
同
条
第
４
項

中
｢52.5億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢67.5億

円
｣
と
､
｢78.7億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢101.2億

円
｣
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

(特
別
豪
雪
地
帯
に
お
け
る
貸
付
額
の
特
例
)

３
平
成
34年
３
月
31日
ま
で
の
間
は
､
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
(昭
和
37年
法
律
第
73号
)
第

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年４月１日 ( )２



２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
｢特
別
豪
雪
地
帯
｣
(新
要
綱
第
５
条
第
５
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡)

に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
貸
付
対
策
事
業
に
係
る
同
条
第
１
項
､
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
､
同
条
第
１
項
中
｢42億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢54億

円
｣
と
､
｢63億

円
｣
と
あ
る
の

は
｢81億

円
｣
と
､
同
条
第
２
項
中
｢35パ

ー
セ
ン
ト
｣
と
あ
る
の
は
｢45パ

ー
セ
ン
ト
｣
と
､
同

条
第
４
項
中
｢52.5億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢67.5億

円
｣
と
､
｢78.7億

円
｣
と
あ
る
の
は
｢101.2億

円
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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